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さくら市公共施設 LED 照明賃貸借

公募型プロポーザル実施要領

令和８年４月

さくら市
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1 事業の主旨

さくら市（以下「本市」という。）では、地域脱炭素の取組みを推進しており、その一環として公共施設の脱炭素

化を推進している。

本事業は、温室効果ガス排出量ならびに消費電力量を削減することを目的とし、公共施設の照明器具につい

て、LED 化を図るものである。事業実施にあたり、民間事業者の優れたノウハウを活用し、事業期間、費用対効

果等について、最良の提案を求めるため、公募型プロポーザル方式により契約相手方の選定を行うものであ

る。

2 事業概要

(1). 事業名称

さくら市公共施設 LED 照明賃貸借

(2). 対象施設

さくら市 市役所本庁舎 他 （別添 1「対象施設一覧表」のとおり）

(3). 照明器具の種類及び数量

別添 2「既設照明一覧表」のとおり

※ 現地調査の結果、又は本市の都合等により、照明器具の種別及び数量の変更を行う可能性があるた

め留意すること。

(4). 契約方法

賃貸借契約

(ア) 地方自治法第２１４条に基づく債務負担行為。

(イ) 本事業で賃貸借した照明器具については、賃貸借期間終了後、本市に無償譲渡されるものとする。

(ウ) さくら市議会の議決に付すべき契約及び財産の取得又は処分に関する条例（平成１７年さくら市条例

第５５号）に基づき、議会で議決を得たときに本契約として整理するものとする。

(5). 事業内容

別添３「さくら市公共施設 LED 照明賃貸借 要求水準書」のとおり

(6). 提案上限額

170,500,000 円（消費税及び地方消費税を含む）

※ この金額は契約の予定価格を示すものではなく、事業規模を示すものである。

(7). 履行期間

調査・施工期間 ：契約日の翌日～令和 9年３月 31 日

賃貸借期間 ：令和 9年４月１日～令和 19年 3月 31 日
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3 スケジュール

本プロポーザルの日程は以下のとおり。なお本市の都合により予定を変更する場合がある。

令和 8年 4月 9日(木) 公告

4月 9日(木） 参加申請書受付開始・質問書受付開始

4月 17 日(金) 質問書提出期限

4月 21 日(火) 質問書回答予定日

4月 28 日(火) 参加申請書提出期限

4月 30 日(木) 参加資格確認結果通知

5月 15 日(金) 企画提案書提出期限

5月 20 日(水) プレゼンテーション及びヒアリング審査

5月 22 日(金) 優先交渉権者の決定及び通知

5月下旬 仮契約締結

6月下旬から 優先交渉権者による現地調査・詳細設計・LED照明器具設置

令和 9年 4月から 賃借開始

4 参加資格

(1). 栃木県内に本社・本店又は支店を有する法人であること。

(2). 複数の企業の共同体（以下「グループ」という。）による共同提案も可能とする。ただし、グループの場合

は、本プロポーザルの参加申請時に全構成員を明らかにすること。

(3). 照明器具の施工及び維持管理について、市内業者を選定するよう努めること。

(4). 現地調査と並行し、調査終了した照明器具の施工を実施できること。

(5). 本要領の内容を施工期間内に確実に履行できるものであること。

(6). 本要領の公開日から過去５年以内において、国又は地方公共団体発注の照明 LED 化事業（賃貸借）の

実績を有すること

(7). 施工役割を担うものは、建設業法第３条第 1 項の規定により、電気工事に係る一般建設業又は特定建

設業の許可を受けた者であり、主任（監理）技術者を建設業法に従い施工現場に配置できること。

(8). 事業運営・維持管理を円滑に行うための迅速な対応ができる者であること。

(9). 契約期間中において継続的に故障や不具合の速やかな対応ができ、そのための部材提供・代替品供給

等ができる者であること。

(10). 申請者は、次に掲げる条件をすべて満たしていること

(ア) 地方自治法施行令（昭和２２年政令第１６号）第１６７条の４の規定に該当する者でないこと。

(イ) 公告日から契約締結日までに、さくら市入札参加資格停止措置要領に基づく入札参加資格停止を受け

ていないこと。

(ウ) 会社更生法（平成 14年法律第１５４号）に基づく更生手続開始の申立て又は民事再生（平成 11 年法律

第２２５号）に基づく再生手続開始の申立てをしている者でないこと。

(エ) 国税、都道府県税、及び市町村税を完納していること。
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(オ) 暴力団員による不当な行為防止等に関する法律(平成 3年法律第 77 号)第 2 条第 2号から第 6号まで

に該当する団体又は団体に属するのものではないこと。

5 参加申請に関する留意事項

(1). 費用負担

参加に関するすべての書類の作成及び提出に係る費用は、申請者の負担とする。

(2). 本市からの提供書類の取扱い

本市が提供する書類は、参加に係る検討以外の目的で使用してはならない。

(3). 提出書類の取扱い・著作権

提出書類の著作権は、申請者に帰属するが、提出書類は返却しないものとする。

(4). 申請者の複数提案の禁止

申請者は一つの提案しか行うことができない。

(5). 複数の申請の禁止

申請者の構成員は、他の申請者の構成員となることはできない。

(6). 構成員の変更の禁止

申請者の構成員の変更は認めない。ただし、やむを得ない事情が生じた場合は、本市と協議を行い、本市

がこれを認めたときはこの限りではない。

(7). 提出書類の変更の禁止

申請者は、提出した書類の一切の修正、変更はできない。なお、提出書類について後日参考資料を求める

ことがある。

(8). 虚偽の記載の禁止

参加申請書又は企画提案書に虚偽の記載をした場合は、参加申請書又は企画提案書を無効とする。

(9). 審査請求

申請者は、審査に対する審査請求は一切できないものとする。

6 質問の受付及び回答

(1). 公平性を必要とする公募内容に関するもの

(ア) 受付期限：令和８年 4月 17 日（金）午後５時

(イ) 提出方法：持参、郵送、メールのいずれか

(ウ) 提出書類：質問書（様式 1）

(エ) 特記事項：電話又は窓口等による口頭での問合せについては一切受付ない。

(オ) 回答方法：令和 8年 4月 21 日（火）までに市ホームページへの掲載により一括回答予定

(2). その他一般的なもの

公平性を必要とする公募型プロポーザル実施要領や要求水準書に関するものを除く一般的な質問につ

いては、参加申請書提出期限までの間に随時受付を行い、必要に応じてその内容を市ホームページに掲載

する。
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7 参加申請書の提出

(1). 提出方法及び提出先

下記の期日までにさくら市財政課(P9 問合せ先参照)へ持参（土日祝日を除く）又は郵送（書留郵便に限

る）にて提出すること。

(ア) 持参する場合は、持参する旨の事前連絡を電話により行うこと。

(イ) 郵送する場合は、提出期限内に必着とし、提出期限内に電話により到着状況の確認をすること。・

(ウ) なお、本市は郵送事故等により提出期限までに届かない場合の責任は一切負わない。

(2). 提出期限

令和 8年 4月 28 日（火）午後５時必着

理由を問わず、提出期限の延長は行わない。

(3). 提出書類

参加申請は、以下ア～クの書類を綴り 1部提出すること。なお、様式については、市ホームページからダウ

ンロードすること。

(ア) 様式 2-1「参加申請書」

(イ) 「グループ構成表」（任意）

事業者単独での応募の場合は、提出は不要とする。

(ウ) 様式 2-2「会社概要」

設立年月日、代表者氏名、事業内容、年間売上金額、営業所一覧、従業員数及び会社の特徴等について

具体的に記載し、提出すること。なお、グループの場合は、すべての構成員分を提出すること。

(エ) 様式 2-3「委任状」

本事業における手続き等の権限に関して、申請者の各構成員からグループ代表者への委任状を提出する

こと。なお、事業者単独での申請の場合は、提出は不要とする。

(オ) 様式 2-4「事業実績調書」

本要領の公開日から過去５年以内において国又は地方公共団体発注の公共施設 LED照明賃貸借事業につ

いて、受注実績を記載すること。また、実績が分かる書類を添付すること。

(カ) 履歴事項全部証明書（登記簿謄本）

※申込日３カ月以内に発行されたもの。

(キ) 納税証明書（直近の事業年度分）

国税、都道府県税、及び市町村税のうち、下記に該当するものについて未納が無いことを証明する官公署発

行の証明書で、申込日３カ月以内に発行されたもの。

①税務署で発行する法人税及び消費税の未納が無いことを示す納税証明書（様式その３の３）

②市町村の税務所管課にて発行する全税目の完納証明書

※ 共同提案を行う場合、すべての構成事業者の（ウ）、(カ）、(キ)の書類を提出すること。

（4). 参加資格確認結果通知

申請内容を審査し、審査結果を申請者（グループの場合はその代表者）に、令和 8年 4月 30 日（木）までに

通知する。なお、参加資格要件を満たさないと判定された申請者には、その理由を付し、通知する。
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（5）. 参加の辞退

プロポーザル参加申請書を提出した申請者が参加を辞退する場合は、「辞退届（様式 3）」を令和 8年 5月 15

日（金）午後 5時までに提出すること。なお、この場合でもその他の事業において不利益を被ることはないものと

する。

8 企画提案書等の作成及び提出方法等

(1). 提出方法及び提出先

下記の期日までにさくら市財政課(P9 問合せ先参照)へ持参（土日祝日を除く）又は郵送（書留郵便に限る）に

より提出すること。持参する場合は、持参する旨の事前連絡を電話により行うこととし、提出時の企画提案内容

等の説明は受付ない。郵送する場合も提出期限内に必着とし、提出期限内に電話により到着の確認をするこ

と。なお、本市は郵送事故等により提出期限までに届かない場合の一切責任は負わない。

（2）. 提出期限

令和 8年 5月 15 日（金）午後５時必着

(ア)提出期限後の書類の再提出、差し替え、追加提出は一切認めない。ただし、企画提案書の内容を確認

するため、本市が追加資料を求めた場合はこの限りではない。

(イ) 提出期限までに書類提出がなかった場合、参加を辞退したものとする。

(ウ) 理由を問わず、提出期限の延長は行わない。

(エ) 提出された書類は、返却しない。

（3）. 作成要領

(ア) 企画提案書の作成は、A4 縦版(20 頁以内)、横書き、両面、文字サイズ 10.5 ポイント以上(図、表、画

像を除く)、及び左右に 20mm以上の余白を設定すること。なお、A4 サイズに収まらない場合は、A3サ

イズまで可能とし、横折込とすること。

(イ) 「別表 企画提案書等提出書類一覧表」に掲げる書類を、紙媒体によりインデックスを付けて正本 1

部(代表者印押印のもの)、副本 7部(正本の写し)を計 8部を 1部ずつフラットファイルに綴じて提出す

ること。

(ウ) 「別表 企画提案書等提出書類一覧表」に掲げる全ての電子データ(PDF)か格納されたＣＤ－Ｒを 1

部併せて提出すること。

9 審査方法等

(1). 優先交渉権者審査委員会の設置

業務の履行に最も適した契約の相手方となる候補者を、厳正かつ公正に決定するため、本プロポーザル

の実施にあたり、優先交渉権者の審査委員会を設置する。

(2). 審査、審査項目及び審査の視点

本プロポーザルの審査は、プレゼンテーション審査により審査委員会の各委員が評価を行うものとする。ま

た、審査項目及び審査の視点については、別添 4「審査基準」のとおりとする。
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(3). プレゼンテーション審査

(ア) 各委員が付した評価点が総合計の 6割に満たないものは、たとえ参加申請者が 1者の場合であって

も優先交渉権者として選定しない。

(イ) 審査として、企画提案プレゼンテーションの評価を行い、最も高い評価点を付した委員の数が一番多

い事業者を優先交渉権者として選定する。

(ウ) 上記(イ)の事業者が複数であった場合は、評価点の合計点数の高い事業者を優先交渉権者として選

定する。

(エ) 上記(ウ)の評価点が同点の事業者が複数であった場合は、くじ引きで決定する。

10 プレゼンテーション審査の実施

(1). 日程

令和 8年 5月 20 日(水)

(2). 場所

さくら市役所本庁舎３階 委員会室

(3). 出席者

出席者は、説明者を含め 3人までとし、いずれも申請者（グループ構成員含む）に所属する者のみとする。

(4). 開始時間:後日通知する。なお、順序は企画提案書提出順とする。

発表は、提案説明２０分、質疑応答 1０分で行う。※ 準備や片付けの時間は含まない。

(5). 留意事項

(ア) 使用機器:PC は参加者が持参し、資料投影用のモニターは本市において準備する。

(イ) 当日使用する資料は企画提案書のみとし、追加の資料は認めない。

(ウ) 質疑に対する応答は、審査会内で応答し、持ち帰りはしないようにすること。

11 優先交渉権者の決定

審査委員会の選定を受けて、最も優秀な提案者を優先交渉権者として決定する。なお、審査結果については、

下記のとおり通知及び公表を行う。

(1). 審査結果を申請者に個別で通知する。

(2). 市ホームページにて審査結果を公表する。

(3). 審査結果についての異議申立ては一切受付ない。

12 失格の条件

以下の条件に該当する場合は失格とする。

(1). 提出書類に不備、不足があった場合

(2). 提出書類の提出方法、提出先、提出期限に適合しない場合

(3). 提出書類に虚偽内容が記載されている場合
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(4). 要求水準書等に示された条件に適合しない場合

(5). 企画提案書に虚偽内容の記載があった場合

(6). 審査の公平性を害する行為を行った場合

(7). 企画提案にあたり著しく信義に反する行為が認められる場合

(8). 見積金額が提案上限額を超えた場合

13 契約の締結

（1）. 仮契約の締結

(ア) 優先交渉権者において提出された提案書及びプレゼンテーションの内容に基づき、実施する事務の

詳細及び契約内容等の協議を行う。

(イ) 企画提案書等に記載され、選定で評価した項目については、原則として契約時の仕様に反映するもの

とする。

(ウ) 本業務の目的達成のため、必要な範囲において、優先交渉権者との協議により締結段階で項目を追

加、変更及び削除することがある。また、これにより、契約内容及び契約額等の調整を行うことがある。

(エ) 優先交渉権者が辞退その他の理由で契約ができない場合は、当該事業者を除き再選定を行う。

（2）. 本契約の締結

さくら市議会の議決に付すべき契約及び財産の取得又は処分に関する条例（平成１７年さくら市条例第５５

号）に基づき、議会で議決を得たときに本契約として整理するものとする。なお、議決を得ることができない場合

には、契約を締結しなかったものとする。この場合において、契約相手方に損害が生じた場合、市は一切の賠償

の責に応じないものとする。

14 その他留意事項

(1). 本プロポーザルに係る経費はすべて参加者の負担とする。

(2). 提出書類の著作権は、提案者に帰属する。ただし、本市は、本業務に係る範囲において公表

する場合その他必要と認める場合には、提出書類の内容を無償で使用できる。

(3). 提出された書類は、返却しないものとする。

(4). 各提出書類の提出後の修正又は変更は、一切認めない。

(5). 提出書類等に記載された個人情報は、本業務の優先交渉権者の選定のみに使用し、その他の目

的には一切使用しない。

(6). 本プロポーザルに係る情報公開請求があった場合は、さくら市情報公開条例に基づき提出書

類を公開することがある。

(7). 審査に対する審査請求はできないものとする。
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15 問合せ先

さくら市 総合政策部 財政課

住所：329-1392

栃木県さくら市氏家 2771 番地

電話： 028-681-1122

ＦＡＸ： 028-681-2446

Ｅメール：zaisei@city.tochigi-sakura.lg.jp
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「別表 さくら市公共施設 LED 照明賃貸借 企画提案書等提出書類一覧表」

番

号
名称 備考 様式

1 企画提案書
正本には押印すること

関係書類に不備はないか確認すること
様式 4-1

2 提案概要書 事業全体の提案概要等を記載すること 様式 4-2

3 事業費計画書
本事業に要する費用の総額(税込)を記載す

ること
様式 4-3

4 事業費内訳書

施設ごとに、器具費、施工費、維持管理費、

その他必要な経費を明記し、各施設の年間

賃借料が分かるようにすること

※出来る限り詳細な内訳書を作成すること

任意

5 事業計画書 1～10 までの項目を不備なく記載すること 様式 4-4

6 使用器具一覧表

別添 2「既設照明一覧表」を基に選定するこ

と。なお、一覧に記載がない仕様等であって

も、室内用途等を踏まえ適切に選定すること

※参加資格者のうち希望するものには、別

添 2「既設照明一覧表」のエクセルデータを

提供する。

任意


